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石河英夫名誉教授 人 と学問

伊 藤 森右衛門

石河英夫名誉教授が本学の前身 小樽高等商業学校の講 師 と して赴任 された

のは,昭 和13年11月 であ ったが,爾 来36力 年 間(高 商時代11年 お よび商
つ

大時代25年)教 壇 に 立たれ て 商 店経営,商 業実践,工 業経済,商 業簿記,

会計学,そ して監査論を講 じていたので,少 く占も商大以後の卒業生 は同教

授 の講義を聴かず に卒業 した ものは一人 もいな誌はずであ り,ま たゼ ミナ ー

ル生か らは数多 くの公認会計士 な どを育 て られ てきた のであ る。

同教授は この間小樽高商が商科大学へ と昇格ず る際,当 時 の大野純一 学長

とともに申請業務 に献身 され,時 には在京す ること数週間に及ぶ文部 省 との

折衝 にご苦労な され,母 校 を全 国唯一 の 「商科夫学」 と しての途を拓かれ た

のである。同教授は,昇 格前後 の迂余曲折の経緯 を身 を もって経験 し,今 日

まで本学 の発展充 実につ くされ たひたむ きな情熱 とご尽力に,わ れわれは均

しく敬意を払 わず には居 られ ない。

しかも,商 大昇格後は,31年 よ り37年 まで の6年 間(3期)は 学生部長

と して,そ して42年 か ら44年 まで本学短期大学部主事 を併任 され るほか,

学内の諸委員会に関係 され て,本 学の発展充実に没頭 され て きた ところであ

る。 しか し,同 教授は数 々の要職 には真摯 な態度で専 念 され たので,こ の間

自らの研 究に時 間が なか った と嘆かれ ること屡 有で,最 終講義 の折 もこの こ

とを悔んでいる と述懐 され ていたが,本 学が 同教授に要請す ることが余 りに

も多か った といわねば な らない。1

同教授の在任 期間を大別 して高商時代 と商大曜代に分けてみ ると,研 究 の

分野 も 同 じよ うに 区分す ることができるか も 知れ ない。 高商時代 は商店経

営,商 業実践,中 小企業論,そ して工業経 済学 とい う教科 目の移 りかわ りも

あったが,そ の都度真 摯な態度 で取 り組 まれていた ことか ら知 る ことがで き
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る。 と くに技術的進歩を中心 と してテ ーマを据 え られて,時 には国民経済的

な観点か ら,ま た時には企業経済的 な観点か ら縦横に論述 を展 開され,技 術

的進 歩が 国民分配分 の構成に変化 を及ぼす ことを 明確化に し,技 術的進歩が

「人類 の共同財産 とな り,万 人 の分前を改良 し 増進す る手段 とな るのは果 し

ていつの 日であろ うか。」 と結び,同 教授 のひたむ きな 社会 的改良への情熱

を示 され たので ある。 この よ うな同教 授の論 旨には,恩 師高瀬荘太郎博士 の

社 会観 と学問的態度が脈打 っていた といえ よ う。

同教授 は商大時代 にあって 自 らの学問分野 に立ち戻 った といってよい。昭

和27年 には 「商業簿記要論」 を 著 わ したのであ るが,夙 に簿記学は記帳 能

力の養成 にあ ることを説 き,記 帳能力 の開発 シ ステムを 自 らの一書に托 した

のであ る。簿記学は実践的 な性格 を もつ ものであ るが,つ ねにそ の基本 とな

る会 計学への研 究に没頭 しつつあ って,次 々と業績 を世に問 うている。 商学

討究第4巻 第2号 に は 「ペ イ トン教授 の 企業評価 論」(昭 和28年9月),同

誌第6巻 第1号 に 「企業利益 の測定 について」(昭 和30年6月),「 高瀬先 生

著 『企業財政 論』 について」(高 瀬 先生 還歴 記念 論文集所収,昭 和30年11

月),同 誌第12巻 第1・2号 合併 に 「企業会計に おけ る財政状態 の概念」(昭

和36年8月),そ して同誌第16巻 第2号 に 「引当金の本質 と設定条件」(昭

和40年12月)な どがあ る。

「ペ イン ト教 授の企業評価論」 は,ペ イン ト教 授 らの資産会計 を中心に論

述 した ものであ るが,ゴ ーイング ・コンサ ーソの評価論につ いて も 「他 の評

価論 と同様,相 対 性 の理 論であ る」 と して企業評価論の在 り方 に論及 してい

る。 また 「企業利益 の測定 について」 の論文で も,「 経済的価値経験 と経 済

的価値状態 とは,歴 史的な取引経 験 よ りも」 「経営の諸 目的」 に とって重要

で,こ れ らの諸 目的に応 えるものでな くてはな らない とし,「 会計 の本質」

に迫 った ものであ る。そ して 「引当金の本質 と設 定条件」 において も,引 当

金 の問題は,「 計上 を許 され る金額 の多寡 の問題 であ る。」 と し,「 最 も困難

な問題 は この限界をいかに決め るか とい うことで」それ は結 局 「費用収益対

応 の原則であ る。」 と結 んで い る。
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同教授 の論 旨は,い つ もきび しく理論的枠組 の構築に努めなが らも,現 実

的 な問題点に下 りて,そ の限界 とか,相 対的 な問題性 とか,あ るいは会計処

理 の態度に及んで結論 と してい る。会計学 とい う学問の実践 的性格か らも う

いち ど枠組を試 めす とい う態度 がみ られ る。同教授の学問 の在 り方へ の探求

と,現 実的な接近 とい う志 向が織 りな して 「石河会 計学」 が成 り立っている

もの といって よいのであろ う。

筆者 の如 き会 計学の門外漢が 「石河会計学」 を語 りつ くす ことは到底 出来

ないので,こ の位でお許 しを乞 うこととして,今 後益 々ご健康 で ご健筆を祈

ること切 であ る。




